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第４０回国土交通省政策評価会 

平成２９年５月１２日 

 

 

【竹田政策評価企画官】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４０回国

土交通省政策評価会を開催させていただきます。 

 開催に当たりまして、冨永政策統括官よりご挨拶を申し上げます。 

【冨永政策統括官】  政策統括官の冨永でございます。 

 委員の皆様には、本日は大変ご多忙の中、第４０回国土交通省政策評価会にご出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。また、皆様には、昨年度に引き続き、国土

交通省政策評価会委員としてご指導を賜ることとなりますが、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 さて、昨年度に実施いたしました政策レビューの４テーマにつきましては、１年間にわ

たる皆様からの的確なご指導のおかげをもちまして、いずれも充実した内容の評価書を取

りまとめることができたものと考えております。重ねて御礼を申し上げます。 

 今年度取り組みます４つのテーマにつきましても、昨今の情勢を反映した社会的にも重

要なテーマと考えております。本日は、それぞれのテーマにつきまして、これまでの経緯

や施策の現状、今後の取り組み方針など、評価を行っていくに当たっての基本的な事項を

ご説明させていただきますので、委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げます。 

 また、事務局といたしましても、これからの作業が今後の施策の改善や課題の解消につ

ながることによりまして、意義のある取り組みとなりますよう努めてまいる所存でござい

ますので、そうした観点からもお気づきの点がございましたら、ご意見を賜りますようお

願い申し上げます。 

 以上、今年度も引き続き、国土交通省の政策評価にご指導、ご協力いただきますことを

改めてお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

【竹田政策評価企画官】  それでは、最初に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元のほう、クリップでとめているものを外していただきまして、お配りしている資

料について、一番上にホチキス留めで議事次第と配席図、次いで、委員名簿と説明者一覧、
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そして、資料の一覧をつけております。 

 次に、説明資料としまして、その下に資料１から資料３までありまして、資料１につき

ましては、資料１－１と１－２、資料２については、３テーマの２－１から２－３まであ

ります。そして、クリップ留めになっておりますけれども、資料３－１ということでお配

りしております。また、委員のお手元には、意見記載用紙と担当テーマの希望調査票をお

配りしております。 

 以上、ご確認していただきまして、不足等がありましたら、お申しつけください。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、議事次第にのっとりまして、議事のほうに移らせていただきます。 

 それでは、取材等の写真撮影はここまでということでお願いいたします。以後の撮影は

できませんので、お願いいたします。 

 それでは、ここからの議事進行を座長にお願いいたしますので、上山先生、よろしくお

願いいたします。 

【上山座長】  皆さん、こんにちは。本日はよろしくお願いします。 

 議事次第にありますとおり、審議事項、今日は２つあります。まず、本年度の取りまと

め、政策レビューのやり方、基本方針について、事務局のほうからご説明をお願いします。 

【竹田政策評価企画官】  それでは、ご説明させていただきます。お手元の資料１－１

に本年度の政策レビューのスケジュールということ、それから、資料１－２に本年度取り

まとめを行うテーマの一覧を記載しております。まずは、スケジュール、資料１－１をご

覧ください。本日の第４０回の評価会の後、評価会でいただいた意見への対応方針、それ

から、追加データ等を整理しまして、６月ごろに１回目の個別指導を行います。個別指導

では、後ほど決めますテーマごとに担当の委員にご指導をいただくということにしており

ます。 

 なお、いただいた意見への対応についてですが、個別指導、それから、評価会、さらに

は評価書案の送付の各段階において委員等からご意見をいただきますけれども、いただい

た意見については、対応方針、修正内容についてその都度整理してお示しいたすようにい

たします。今年度は、６月に政策チェックアップに関する第４１回の評価会を開催いたし

ますけれども、政策レビューについては、９月から１０月ごろに２回目、第４２回の評価

会の開催を予定しております。この評価会では、個別指導等でいただいた意見を反映させ

まして、内容を充実させたレビューを中間報告としてご報告させていただきます。 
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 さらに、この評価会での意見を踏まえまして、データや評価書の構成案を整理いたしま

して、１０月から１１月にかけて２回目の個別指導を行っていただきます。この指導をも

とに評価書の一次案をまとめまして、１２月の中旬ごろに、各テーマごとに担当の委員の

方へ送付させていただきます。ここからは書面等でのご指導をお願いいたします。メール

及び書面でお送りしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、委員から意見をいただくことと並行して、国土交通省内部でも精査を進めてまい

ります。このようにいたしまして、１次案に対する委員の意見、内部精査を集約し、反映

させまして、評価書の二次案を作成ということで、１月から２月ごろに今度は全ての委員

の方に二次案を送付させていただきます。さらに、二次案に対する委員の意見、内部精査

を集約、反映させまして、３月に最終の評価書を決定するという予定になるわけですけれ

ども、このために２月下旬から３月上旬ごろに委員の皆様には、反映状況資料として二次

案に対する意見と対応方針、それから、修正内容等を整理した資料をお送りしまして、こ

の資料の確認をもって最終の確認とさせていただきたいと考えております。 

 なお、総合物流施策大綱につきましては、既に前倒しで個別指導等を行っておりますけ

れども、今後、夏ごろに大綱を閣議決定、そして、それを踏まえた推進プログラムを作成

する予定ということで、それらの状況を見据えつつ評価作業を進めてまいるという予定で

おります。 

 以上がスケジュールの説明になります。 

 続きまして、今もお話ししました個別指導の担当についてですけれども、個別指導の担

当については、委員の皆様のご希望をお伺いし、後日、上山座長とご相談して決めさせて

いただくということにしております。お手元の個別指導担当希望調査票にご記入いただく

ようにお願いいたします。会議終了後に回収させていただきます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【上山座長】  ここまでのところについて、ご質問などありますでしょうか。 

 それでは、各テーマの審議に入りたいと思います。 

 １テーマ当たり、説明１５分、質疑１０分ということで進めたいと思います。担当部局、

時間オーバーしないように要領よく説明をお願いしたいと思います。 

 委員のほうも時間の関係で十分ご発言できない場合には、お手元に意見記載用紙という

のがありますので、そこに書いていただき、あるいは後日事務局に連絡をいただくという

やり方にしたいと思います。 
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 それから、事務局のほうでベルを鳴らしていただきます。説明１３分、終了のときの１

５分、ベルが２回鳴りますので、時間厳守ということで説明者の方はよろしくお願いしま

す。 

 それでは、１番目の津波防災地域づくりに関する法律に基づく施策、説明をお願いしま

す。よろしく。 

【井上参事官】  はい。総合政策局参事官の井上でございます。本日、よろしくお願い

します。 

 資料２－１、お開きください。１枚めくっていただきますと、パワーポイントでござい

ます。表紙をめくっていただきまして、１ページからご説明したいと思います。１ページ

目は、東日本大震災における津波の被害ということでございますが、これはかなり想定を

超える巨大な地震、津波が発生したということで皆さんよくご承知かと思います。浸水範

囲の面積は５６１平方キロということでございまして、被害につきましても、かなり人的

被害、１万５,０００人を超える方が亡くなられて、いまだに行方不明の方も２,５００人

を超えているというような状況でございます。あと、施設に限った被害におきましても、

およそ１７兆ということで、かなりの大きな被害があったということでございます。 

 これを踏まえまして、２ページをお開きいただきますと、今後の津波対策をどうすべき

であろうかということで、政府としての検討が幾つかの機関でなされております。中央防

災会議におきましては、今後の津波対策については、津波を２つのレベルに分けて講ずる

べきであるという考え方が整理されてございます。１つは、Ｌ１と書いてございますけれ

ども、発生頻度が高くて、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波ということでご

ざいます。これにつきましては、基本的な考え方としては、海岸保全施設、海岸堤防等を

整備して、こうした津波高に対して整備を進めるということと、仮にその津波高を超える

ような場合があったとしても、施設の効果が粘り強く発揮されるような整備をしていくと

いうことが基本的な考え方とされてございます。 

 それと比べまして、最大クラスの津波（Ｌ２）とございます。これにつきましては、発

生頻度が極めて低いけれども、発生すれば甚大な被害をもたらす津波と、まさに東日本大

震災のような津波レベルについても、今後、しっかり対応していくということでございま

して、その基本的な考え方としましては、被害の最小化を主眼とする減災の考え方という

ことでございまして、ハード整備、ハード対策に加えまして、ハザードマップの整備など、

避難することを中心とするソフト対策についても重視すべきであるということでございま
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す。この東日本大震災の起きたときは、ここでいいますＬ１津波、近い将来発生が予想さ

れるような地震、津波に対しまして、例えば東海地震でありますとか、東南海・南海地震、

こういったものにつきましては、特別措置法をつくるなどして対応してきたところでござ

いますが、このＬ２津波というものは想定されておりませんでした。このため、東日本大

震災のようなＬ２を想定したような津波対策を全国で講じていくために津波防災地域づく

り法というものがつくられたということでございます。 

 その経緯を、３ページ目をお開きください。国交省が地域づくりという観点から、社整

審のほうで提言をいただいております。その提言の中身でございますけれども、施策を総

動員して減災を目指すと、何としても人命を守るということでございます。こうした基本

姿勢のもとに、新しい発想による対策として、防波堤・防潮堤による一線防御からハード・

ソフトの施策の総動員による多重防御へ転換するということと、あと、土地利用規制につ

きましても、一律的ではなくて、地域の多様な実態・ニーズに応じた柔軟な制度を構築す

べきであるということで、提言がなされたところでございます。 

 ４ページをお開きください。 

 これに基づきまして、法律ができてございます。仕組みとしては、法律の概要と書いて

ございますけれども、まず、法律によりまして、将来起こり得る最大クラスの津波災害の

防止・軽減を図るということで、全国で活用可能な制度を創設するということでございま

す。法律の仕組みとしましては、まず、基本指針を国交大臣が定めまして、これに基づき

まして、地形等の調査を都道府県が行うと。これに基づきまして、都道府県知事が津波に

あった場合にどれだけ浸水が区域的に、あるいはどのぐらいの深さで起こるかということ

を津波浸水想定という形で設定しまして、それを公表すると。以上に基づきまして、推進

計画ということで、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画をつくるというこ

とと、あと、右側を見ていただきますと、津波災害警戒区域等とございますが、津波によ

る人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を都道府県知事が指定す

るということで、必要に応じて一定の開発行為、あるいは建築などの制限するような区域

も設定できるようにしてございます。 

 ５ページでございます。基本指針の概要とございますけれども、平成２３年１２月２７

日ということで決定してございます。基本的な事項は、繰り返しになりますけど、最大ク

ラスの津波が発生した場合でも、人命を守るためにハード・ソフト施策を総動員するとい

うような多重防御の考え方でございます。この中で４つの、ちょうど４ページに書いてあ
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るような４つのこの大きな施策について、基本的な指針が示されてございます。 

 その中身でございますけれども、まず、基礎調査でございますけれども、地形、あるい

は過去に起きた地震・津波に係る地質等、履歴とか、あるいは土地利用状況を調査すると

いうこと。３ポツでございますけれども、津波浸水想定については、最大クラスで悪条件

を加えて区域を、あるいは水深を設定して住民に十分周知する。４ポツでございますけれ

ども、推進計画の作成については、ハード・ソフトを組み合わせていくと。５ポツとして、

区域指定でございますけれども、区域指定をして避難訓練実施、あるいはそのハザードマ

ップの周知徹底などを図るというような仕組みにしてございます。 

 ６ページでございます。こうした４つの柱がございますから、今回の行政レビューにつ

きましては、この４本柱に従ってそれぞれの施策について状況をご報告し、今後のその改

善策についてご議論いただければと思ってございます。 

 ８ページでございます。基礎調査、まず、基礎調査の概要でございますけれども、実施

内容は書いてございますが、海域や陸域の地形に関する調査や地質等に関する調査、土地

利用に関する調査、こういったものを基本的には都道府県がやるということと、あと、国

につきましては、広域的な見地から必要なものについて、国が実施をして、その結果を都

道府県に結果をお知らせするというような仕組みになってございます。 

 ９ページ、どんな施設、どんな調査をやっているかということが書いてございます。ち

なみにもうこの基礎調査につきましては、全ての都道府県、対象の４０都道府県において

は実施済みでございます。都道府県で、例えば津波の堆積物がどうなっているかというよ

うな調査をしたり、あるいはレーザー測量などを行って、標高データなどを国が提供する

といったような調査がなされているところでございます。 

 以上が基礎調査でございます。 

 もう一つの柱であります津波浸水想定の概要ということで、１１ページをお開きいただ

ければと思います。都道府県は、基礎調査を踏まえまして、断層モデルを設定し、津波が

起きた場合にどういうふうに浸水が起きるだろうということをシミュレーションします。

そのシミュレーションの結果に基づきまして、静岡県の焼津市の例が書いてございますけ

れども、どの地域がどのぐらい浸かるかということを津波浸水想定ということで設定して

ございます。 

 １２ページでございます。この設定に向けた促進策ということで、国交省のほうで津波

浸水想定の手引きというものを平成２４年１０月に策定してございます。これに基づきま
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して、説明会の開催や相談窓口などを設置して、常時都道府県によるこの浸水想定の設定

を支援しているところでございます。 

 現在の状況でございますけれども、１３ページでございますが、３０道府県において設

定済みということで、残り１０都県のうち４県において今年度中につくるというようなこ

とで作業を進めてございます。 

 次に、ちょっと駆け足で申しわけございませんが、１５ページでございます。推進計画

の概要ということで、推進計画の記載事項が書いてございます。これ、市町村がハード・

ソフトの施策を組み合わせて、今後、そういう地域実情に応じて、中長期的に地域づくり

としてどういうふうにやっていくかということで、津波防災の観点だけじゃなく、地域経

済とか、地域の住民の生活の安定とか、そういったところも踏まえながら、市町村がつく

るということでございます。記載事項（イメージ）と書いてございますけれども、区域指

定をして、基本的な方針を定め、土地利用、あるいは緊急体制の整備に関する事項という

ことを書き、そのために必要な事務、事業を書くということで、区域の指定以外は、市町

村が自由に任意的に記載事項を選べるというような柔軟な制度にしてございます。 

 １６ページに書いてございます、事務、事業のイメージをちょっと湧くように例示して

ございますけれども、海外保全施設であるとか、津波防護施策、あるいは避難タワーであ

るとか、集団移転促進事業、こういったようなことの事業、どういうことをやるかという

ことを書くようしてございます。 

 １７ページ、お開きください。１７ページに書いてございますように、このメリットは、

いろんなこの事業の取り組みというのは、国と市町村、あるいは県、こういった複数の主

体が絡んできますけれども、こういった行政間の連携が深まるということと、それをまと

めることによって全体像としてどういうふうに進めていくかということが明らかになる。

あと、また、策定の段階におきまして、住民の方々に参画いただきまして、住民の方にそ

の取り組みを知っていただく。で、住民の方にもいろいろ役割といいますか、自助という

こともございますので、そうした行政と住民の連携を深めることができるということと、

裏返しになりますけれども、そういうことを示すことによって、住民や企業の不安を払拭

すると、こういったことを狙っているものでございます。 

 この推進計画の策定に向けた促進策でございますけど、１８ページでございますが、平

成２８年６月にガイドラインをつくってございます。それまでは先行する自治体、後ほど

ちょっと例をお示ししますけれども、個別の先行する自治体の支援を行ってございました。
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幾つかその自治体で作成が済んだものですから、それを例として含めた形で、昨年６月に

ガイドラインとしてお示ししているということで、これをもとに説明会とか、あるいは研

修などを行い、あるいは必要に応じてトップへの、首長さんへのご説明等々をやりまして、

作成の促進を図っているところでございます。 

 あと、あわせまして、１９ページに書いてございますけれども、避難確保のための施設

の整備につきましては、津波防災まちづくりの計画策定に関する指針というものを平成２

５年６月に提供しているということでございます。 

 現状でございます。２０ページでございますが、作成の状況で、現時点で９市町で策定

済みでございます。そのほかにも全国で今、約８０の市町村が作成について検討中という

ことで、ここにお示ししていますけれども、協議会の構成員としては、いろいろ学識経験

者であるとか、住民の方、あるいは国交省、県・市の関連部局、これが入りまして、総合

的な計画になるように協議をしながら定めております。ご参考までに宮崎県宮崎市の推進

計画概要をつけてございますけれども、２１ページがその概要と、あと、ちょっとわかり

やすいように、２２ページに書いてございますが、事務、事業を即地的に落として、どこ

の事業をいつごろまでにやるかというような、一応タイムラインも、時間軸も示しながら、

そういう計画をつくってあるということでございます。 

 最後になりますが、津波災害警戒区域等の指定についてでございます。都道府県は、津

波浸水想定を踏まえまして、避難体制を特に整備するべき区域を警戒区域に指定するとい

うことでございます。これは任意規定でございますけれども、そのうち、もっと一定の開

発行為や、あるいは建築の制限をかける必要があるところにつきましては、特別警戒区域

と、オレンジゾーンと呼んでおりますけれども、そういった区域も設定するようにできて

ございます。色分けしていまして、イエロー、オレンジ、レッドになっておりますけれど

も、警戒区域に指定されますと、地域防災計画におきまして、警戒避難体制に関する事項

を明記するであるとか、あるいはハザードマップを作成する、あるいは民間施設を避難施

設として指定するといったようなことができるということでございます。 

 さらにつきましては、オレンジゾーンでございますけれども、ここにつきましては、こ

こには病院が書いてございますけれども、要配慮者利用施設の居室の床面の高さの制限等

が行うことができるということでございます。こうした区域の指定に向けた取り組みとし

て、現在行っているのが２５ページに書いてございますが、説明会による制度の周知であ

りますとか、あるいは自治体に対して個別にいろいろ指定の支援をご相談に乗っていると
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いうこと、あるいは水害ハザードマップの作成の手引きということで、平成２８年４月に

策定して進めているところでございます。 

 ２６ページ、現在の状況でございますが、現在６府県で警戒区域が指定済みでございま

す。そのほかにも、今、伊豆市であるとか、沖縄県において指定に向けて検討中というこ

とでございます。 

 以上、この施策の体系と現状につきましてご説明いたしました。ご審議よろしくお願い

いたします。 

 説明は以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございました。それでは、約１０分ですが、委員の議論に入

りたいと思います。どなたからでも、どうぞ、佐藤先生。 

【佐藤委員】  すいません。２点、まず質問なんですが、この各市町村がつくることに

なっている推進計画と、これは例えばいつまでというような、何か工程表的なものはどう

なっているのかなというのと。 

 それから、浸水マップ、ハザードマップですよね。これっていうのは、あれですか、市

民、一般の方も見ることができる。つまり、自分ちがどうなるかということも含めて、こ

れって情報公開として進め、各自治体、あるいは国レベルでこういう情報公開というのは

進めているのかというのが質問、現状の質問と。 

 あと、評価の観点からなんですけども、これっていろんな政策が、ほかの政策が絡んで

きているような気がして、例えば集団移転のことであれば、ある種地方であれば、コンパ

クトシティの地域再編成の問題にも絡みますし、それから、地籍調査は地籍調査で別の課

題があるじゃないですか。で、あと、私、今、ちょっと営繕の仕事もしているんですけど、

あちらは今、合同庁舎とかについての津波の、避難機能をつけようという話がありますの

で、そういったほかの施策との関係というと、ある種横串を刺す感じになると思うんです

けれども、ほかの施策との関係というのはどういうふうにこれ、評価の中で位置づけられ

るのかなと思うんですけど。 

【上山座長】  すいません。一問一答やっていると時間ないので、申しわけないですけ

ど、局のほうは、最後にまとめて、次、どうするかということだけ回答をお願いします。 

 ほかの委員の方、どうですか。はい。 

【田辺委員】  この政策レビューを行って、評価の軸をどこにもってくるのかなという

のはある程度確定しておいたほうがいいと思います。１つは、これ、明らかに進んでなさ
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そうなところというのは、推進計画が８０ぐらいでしたか。おそらく下のところは１,００

０ぐらいの市町村が対象になりそうな気もしないでもないので、それ分の何とかというと

ころをとると、まだなかなか進んでない。その進んでない理由は一体何なのかということ

に関して、おそらく調査をかけて、それで進めるためにはこっち側──こっち側というの

は、国交省、それから、都道府県が何をしなきゃいけないのかというようなことをご議論

するような評価書というのは一つのあり方かなと思います。 

 それから、２番目は、今と同じことですけれども、都道府県の区域指定というのは、基

本財産権と絡むので、結構厳しいだろうなとは思うわけであります。かつ、これ、任意事

項という形になりますので、おそらくはそんなに簡単にというか、手を挙げたがるところ

というのはないんだろうと思いますけれども、ほんとうに浸水のマップと、それから考え

て危ないというようなところに関してはやはり進めていかざるを得ませんので、そこに関

しても、なぜ都道府県がここのところはできなさそうなのか。で、できるようにするため

には、今のフレームに何か問題があるのか。さらには、国交省のほうで何か、おそらく技

術的指導ということになるんだと思いますけれども、それができるようなことは何なのか

ということを進めていくという形になるんじゃないでしょうか。 

 全部でき上がっていませんから、これができ上がって、どのくらいの抑止──抑止とい

うか、対応ができるのかみたいな算出というのは、ちょっと今のところは難しいので、そ

の推進にかかわる評価というのが今のところは妥当のような気がしているという意見でご

ざいます。 

【上山座長】  はい。どうぞ。 

【工藤委員】  これ、２点、コメントみたいな、コメントと質問なんですが、そもそも

テーマ名が何々に関する法律に基づく施策という、非常に不思議なタイトルになっていて、

おそらく今までこういうタイトルというのはなかったと思うので、これは法律の有効性を

最終的に論じたいのか、施策の内容とか、コンテンツそのものが中心になるのかというの

が、結局今日のご説明は、今やってらっしゃることがご説明だったので、今後、これをレ

ビューするとなったときに、どちらを中心にやっていくのかというのが多分非常に大きな

議論になると思うんですね。なので、今後、この法律に基づく施策が法律をうまく実行し

ているのかというところが見たいのか。施策の有効性のほうが見たいのかというのが、非

常にちょっと今日のご説明だと若干わかりにくいので、それを今後精査する必要があるだ

ろうなと思います。 
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 もしそれに関して何か既にお考えがあれば教えてください。 

 ２点目は、この予防とか、対策、つまり、ほんとうは起こってほしくないことに対する

対策に関する政策評価というのはそもそも非常に難しくて、似たようなものは、県の単位

で、例えば警察などが空き巣を減らすための対策とかっていうのがあるわけですね。これ、

よく考えてみますと、成果が上がって、その問題が減る、つまり、例えば犯罪が減るとか、

この場合だと、減災が実現できるということは非常にいいことなんですが、そもそも理想

を言えば、この場合災害が起こらないことがいいので、そのときに実施した政策がアウト

カムとして何が重要なのかというと、アウトプットはある程度出てくるけれども、最終的

なアウトカムは何なんですかというのが非常に難しいだろうと考えています。 

 今日の話ですと、むしろ、この法律に基づいて各市町村がどれだけ何をやってきたかと

いうところが重要なので、おそらくは当面アウトプットのみでいくのかなという感じがす

るんですが、とはいえ、津波対策は、最終的には減災が目的なので、それをどう今後反映

させていくかというあたりで何かお考えがあれば教えていただきたいんですが、いずれに

しても非常に難しいだろうと思いますので、そこのところの対策を考えていただきたいと

いう要望です。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかにありますか。はい、どうぞ。 

【山本委員】  これはこれでいいんですけど、結局施策として何を、要するに、お金の

問題であるとか、規制の問題として、国交省としてどういう、要するに、手段があるのか

というのが、それが少し抜けている気がするんですね。計画をつくらすとか、それぞれ市

町村とか、都道府県知事がこれをやるといっても、お金がかかりますし、体制整備とかが

必要なので、具体的にどういうサポートをされているかというのがちょっとその資料をつ

けていただいたほうがいいと思います。 

【上山座長】  はい、大体よろしいですか。 

 では、最後、ちょっと私も、まとめというよりも、一委員としての意見があります。皆

さんおっしゃったとおりなんですけど、このテーマは、非常におもしろいというか、材料

としてはとても豊富だと思うんですね。新しい法律が施行されてちょうど５年なので、中

間評価的な状況で、ある程度進捗もしている。それから、評価することで今後のやり方に

影響を及ぼすこともできるというので、政策評価という意味ではとても意義深いテーマだ

と思います。 
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 ただ、どこかで全体像を整理して、すぱっと割り切って、力を入れて見る部分、深掘り

するところとしないところをはっきりさせる必要がある。まず、担い手です。結局最後は

現地現場の話になるので、市町村、それから都道府県、それから国と３階層になっている。

ですから、評価の対象がどこなのかということを整理しないと、市町村の事務事業評価み

たいなことをここでやってもしようがない。主体のところを３つうまく分けて整理する必

要が、入り口と思いました。 

 それから、評価にもレベルがあって、一番住民に近いところでいうと、この法律ができ

た結果、例えば自分の家の近所に避難塔ができたとか、目に見える具体的な成果が評価の

関心事になる。しかし、そういう事務事業レベルの話は、今回は多分主眼にはならない。

でも、無視もできない。どこまでそういうことが起きたのかをやっぱり情報公開していく

必要がある。 

 その上のレベルというと、今回施策、６ページでいっている４つの施策ですよね。調査

やりますとか、浸水想定しますとか、推進計画をつくる、あるいは区域の指定をしますと

いうこと。でも、これは全部都道府県と市町村です。ですから、国が何をやっているかと

いう意味でいうと、国交省の政策評価にならない。状況の描写でしかない。遅い地域があ

ったとしたら、国は何をするべきかという議論にはなりますけれども、この施策のレベル

って、実は国の政策評価にならない。さっき工藤先生がおっしゃった矛盾のところで、法

律というのは確かに国なんだけど、施策というと、これ、全部主語が都道府県、自治体に

なってしまって、このタイトル自体が何かやや矛盾を来しているような気がする。 

 そういう意味で、厳密にやり出すと、この法律がある場合とない場合で過去５年、何が

違ったのかという話になる。この法律がなくても、既存のいろんな制度とか、法律でこれ

に近いことは多分できたはずで、この法律があるがゆえに力強く進んだいいことというの

は多分いろいろあると思う。その辺をほんとうは洗い出さないと、この法律に基づく施策

の評価というところにいかない。ですから、そのあたりも含めた立体的な構造を構築して

かからないと、なかなかお店広げ始めると、１年で終わらないぐらい、とても豊かでリッ

チなテーマです。最初の段階で個別指導も含めて、方針をよく打ち合わせして進んでいた

だきたいと思います。 

 では、ちょっと担当のほうから、今後どうするか、今後方針について、要点中心にお話

しいただきたいと思います。 

【井上参事官】  ありがとうございました。おっしゃるとおり、主体別にも考えなきゃ
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いけないですし、広がりをどうやって評価対象として整理するかということをよく整理し

て、ご相談しながらやりたいと思います。 

 いくつか重要な論点をいただきましたので、よく整理してそれに沿ってやっていきたい

と思いますので、ご指導よろしくお願いします。ありがとうございます。 

【上山座長】  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、次に移りたいと思います。それでは、離島地域の振興施策、お願いします。 

【吉岡離島振興課長】  はい。離島地域課長吉岡でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

 では、お手元資料２－２に沿いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１枚目、取り上げたいと思っておりますテーマといたしまして、離島地域におけ

る振興施策ということでございます。離島振興施策は、概要のところにございますとおり、

離島振興法に基づいて振興施策をやってきておるということでございますけれども、離島

振興法ができましたのが、昭和の２８年で、議員立法でできております。１０年間の時限

立法でございまして、随時１０年ごとに延長をしてきておるというものでございます。一

番新しい法律につきましては、平成２５年度に、そこにございますとおり、施行されてお

りまして、法律に基づいて、政府としては基本方針を定めて、それに沿う形で都道府県の

ほうで離島振興計画をつくっていただいて、実施してきておる施策を、私どもとしては離

島振興施策というふうに理解をしておるということでございます。評価の方針につきまし

ては、概要をご説明してからのほうがわかりやすいかと思いますので、次のページ以降の

資料を最初に説明させていただきたいと思っております。 

 離島地域における振興施策ということでございますが、そのページの１ページ目、離島

の概要というふうにございますけれども、離島といいましても、かなり大きな概念になっ

ておりますけれども、日本全国で７,０００弱余りの島で構成されておるんですけれども、

私ども所管しております離島振興法というのは、赤い数字で２６０というふうにございま

すけれども、有人島の中で沖縄や奄美や小笠原地域にある特別法で措置されているところ

を除いたところを離島振興法に基づく振興施策の実施地域というふうに整理してありまし

て、対象島数が２６０あるという状況でございます。 

 次のページ、２ページでございますけれども、人口の推移を見ていただきますと、ご想

像のとおり、左側では全国の人口の推移に比べますと、離島地域、減っておるわけでござ

いますが、右側にございますとおり、離島の中では、例えば鹿児島県にある十島村ですと
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か、新潟県にある粟島浦村では、最新の２７年度の国勢調査で少し人口回復しているとい

うところも出てきておるというところでございます。私どもが独自に調べましたところで

は、２２年に比べて増えた島が実は１９島ございます。それから、横ばいだったところ、

変わらなかったところ６島ございまして、全体２６０のうちに２０島ちょっとについては、

減少はしていないという、これまでの離島活性化の取り組みの効果もあるかなというふう

に想像しておりますけれども、そういった効果も見られるというところでございます。 

 次にまいりまして、３ページですが、離島振興法のスキームでございますけれども、一

番上の目的にございます、２段目にございますとおり、ここは２５年から施行された法改

正のときに入ったものでございますけれども、無人の離島の増加及び人口の著しい減少の

防止や定住の促進ということを図っていくことも、目的規定の中に追加をされておるとい

うところでございます。次の２ポツの体系にございますが、オレンジの左側のほうですけ

れども、どの島を離島振興対策の実施地域に指定するかということを決めます。さらに、

政府といたしましては、右側にございます政府としての基本方針を策定すると。そうした

方針に基づいて、今度は地元のほうになりますけれども、市町村のほうで（案）を作成い

ただいて、それを都道府県が取りまとめて、離島振興計画を策定していただいて、それに

基づいて事業を実施していくというようなスキームになっておるということでございます。 

 ４ページでございますけれども、政府が定めます基本方針の概要ということでございま

すけれども、真ん中、離島振興の方向ということでございまして、１つ目にございますよ

うに、自立的発展の促進ですとか、生活の安定、福祉の向上、地域間交流の促進の観点か

ら地域の活力を維持・向上させるということ、それから、一つ飛びまして、そこでは行政

だけではなくて、多様な民間主体の発意ですとか、活動を地域づくりに生かし地元で主体

的にといいますか、積極的に動いてもらうことが重要だというようなことも織り込まれて

おるということでございます。 

 その基本方針につきましては、その下にございますけれども、１４の分野について記述

をしてありまして、こうした項目に沿って施策は体系化をされておるというところでござ

います。 

 ５ページ、６ページに移っていただきますと、これは２７年度に離島の振興に関して講

じた施策を整理したものでございます。おおむね今の１４本の柱に沿って整理をしてあり

ます。詳細は割愛をいたしますけれども、交通ネットワークですとか、産業振興ですとか、

雇用機会云々といったことで各方面の施策に、離島振興法では今、主務大臣が７大臣ござ
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いまして、国交省以外にも６大臣が担当大臣として入っておられまして、さらにそのほか

にも関係省庁も一緒になって離島振興施策を講じているということでございます。 

 それから、７ページが予算でございますけれども、上段が公共事業でございます。公共

事業の関係は、離島関係の公共事業の予算は、私どもの課のほうに一括計上として予算は

計上されまして、実際の執行は関係省庁に移しかえをいたしまして、関係省庁のほうで実

施していただくということになっておりますけれども、今年度は４３１億円強の予算が確

保されたところでございます。 

 それから、非公共につきましては、私どもの課では、離島活性化交付金とその他の調査

事業ということで、今年度予算としては１５億強の予算をいただいておるところでござい

ます。 

 ８ページは省略をいたしまして、９ページでございます。９ページは離島活性化交付金

ということでございまして、これが現在の現行法、２５年度から施行された法律の施行に

伴いまして創設された交付金でございまして、これは、どちらかといいますと、ソフトを

重視した交付金になっておるところでございます。それで、真ん中より下に丸が３つ振っ

てありますけれども、定住促進事業、それから、交流促進事業、安全安心向上事業という

ことで、３本柱で取り組みをしておりますけれども、基本的には、国の役割といたしまし

ては、こうしたメニューをそろえて、そのメニューの中から自治体のニーズに応じて申請

をしていただいて、それを活用してもらうというようなスキームの交付金になっておると

いうことでございます。 

 具体的にどんなことをやっておるかでございますが、まず、定住促進事業については、

産業活性化に資するような事業ですとか、定住を誘引するような事業、それから、流通効

率化のための施設整備、それから、真ん中にあります交流促進事業においては、地域情報

の発信ですとか、いろんな交流のための仕掛けづくりですとか、実際の交流イベントの開

催等、例えば離島留学なんかというのも、ここでやったりをしております。それから、一

番右、安全安心向上事業といたしまして、防災機能の強化ですとか、いろんな計画づくり

の支援といったものも、この交付金を活用してやらせていただいておるというところでご

ざいます。 

 １０ページ、１１ページは、詳細は省略させていただきますけれども、今、申し上げた

ような事業を使って、例えば一番上でございますけれども、直売所を通じた産業活性化と

いうことで、産品開発なんかをいたしまして、それを売ることによりまして、販売額が増
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えたりとか、あるいはそこで雇用が生まれたりといった効果も見られるというようなこと

を幾つか例示的に次のページにかけてご紹介させていただいております。 

 それから、これが現状までの取り組みですが、今後のことにつきましても、少し資料を

入れさせていただいておりますが、１２ページ、先月私どもの課のほうでまとめたもので

ございますけれども、やはりなかなか人口減少から増加へというのは厳しい状況でござい

まして、いかに交流人口を拡大していくかということで問題意識を持っておりまして、滞

在交流型観光と私ども、言っておりますけれども、島内での経済活動、島内に広く経済波

及効果をもたらすような稼ぐ仕組みといいましょうか、そういうものをつくって島の中、

全体を潤すような展開をしていかないといけないんだろうと思っておりまして、こういう

方向で取り組みを進めていきたいと考えております。 

 次のページにまいりまして、１３ページ、１４ページでございますけれども、１３ペー

ジはいろんな島の人たちに集まっていただいて、都会の人たちとの交流イベントというこ

とで、池袋で昨年は開催させていただきましたけど、こういうイベントをやったりとか、

最近、昨年から取り組み始めましたのが、１４ページの「しまっちんぐ」という取り組み

でございまして、島の人と企業などをつなぐようなマッチングの場を私どもが設定をして、

それでそこから成果を生み出していきたいというような取り組みも行っておるところでご

ざいます。一番下にアイスクリームの絵が出ておりますけれども、「しまっちんぐ」の取り

組みを始めて最初の成果といいましょうか、琵琶湖にある沖島という島で小学生たちが開

発したアイスクリームが販売までこぎつけたというような実績もつくってきておるという

ことでございます。 

 それから、参考資料、ポイントだけ申し上げます。 

 先ほど人口のところで少し回復しているところもあるという話を申し上げました。おそ

らくイメージ的にはひどいことになっているんじゃないかというふうに皆さん思われてい

る可能性があるかなと思います。１５ページの左下、例えば港湾ですとか、漁港の利用状

況、それから、航空路の利用者数等を見ますと、ちょっとデータが古いので恐縮なのです

けれども、微増か、横ばいというような状況がここのところ続いているという状況でござ

います。 

 それから、１６ページの右下の農林水産業の生産額につきましても、減少してきておっ

たのが、このところは横ばい傾向かなというような感じでございます。 

 それから、１７ページの観光客の入込客数につきましても、まあまあ、下げ止まってき
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ているところかなという状況でございます。 

 それから、１９ページになりますが、右側の離島には医者がいらっしゃらないという問

題はあるんですけれども、右側にございます、非常勤の人も含めたお医者さんの数ですと

かは、ほぼ横ばいの圏内で推移をしているというような状況でございます。 

 他方、２０ページの、ここは教育と書いてありますが、学校数ですとか、児童数、生徒

数を書いておりますけれども、この辺の減少率というのは全国よりも大きいということに

なっておりまして、若い世代の流出というのが離島の大きな問題になっているというよう

な状況でございます。 

 ざっと申し上げましたのが、今、私どもが取り組んでおります離島振興施策と現状の姿

というようなものでございますけれども、１枚目に戻っていただきまして、こうしたもの

をどういうふうに評価をするかということでございますが、３段目にございます評価の視

点でございますけれども、３つの視点から評価の実施をしてはどうかと考えております。 

 １つ目は、先ほど申し上げました政府の基本方針ですとか、都道府県の離島振興計画に

基づいて施策は確実に取り組みましょうということを決めておりますから、それが確実に

実施されているのか。②としましては、それがどのような成果をもたらしてきたのか。③

は、今後の施策の課題は何かといったことで評価をしていってはどうかと思っております。 

 評価の手法といたしましては、私ども、事前に関係省庁ですとか、都道府県、それから、

市町村のほうにアンケート調査を実施しておりますので、その回答状況なども分析をして

いくことによって評価をしていってはどうか。それから、統計データは直近のデータまで

とりづらいところがあるんですけれども、離島統計年報というものもございますので、そ

ういうものを活用しながら、把握、分析をしていきたいというふうなことで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

【上山座長】  はい。ありがとうございました。それでは、委員の方、どうぞ。 

【佐藤委員】  まず、おそらくこれ、昭和２８年からでしたっけ、最初にできたの。だ

から、ある意味、この政策の推移といいます、ちょっと歴史のおさらいになりますけれど

も、どんな形でこの施策が見直されてきたのか、あるいは拡充されてきたのかという経緯

がやっぱりわからないと、今、この政策が今のところどの政策が新しくて、どの政策が昔

からやっているのかとか、その辺の識別がつかないので、その辺のおさらいがあっていい

かなと思いました。 
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 それから、話を聞いていて、これは離島の話として聞いても、山間地域の話として聞い

てもほとんど言っていることは変わらないような気がするんですね。つまり、従来の、こ

れも国交省さんの担当だと思いますけど、過疎地域、山間地域を含めた、そういう過疎地

域と、この離島政策って何が違うのかっていう、やっぱり離島であるがゆえの特徴って何

なのかということ、この辺の整理は要るかなと思います。 

 あと、離島離島とはいいますけど、多分話、出てきた例の中には琵琶湖の中の島とか、

瀬戸内海の島とか、離島というより島ですよね。決して離れているわけではない。他方、

九州のほうに行くと、多分島が今度離れていくんだと思うんで、何かそのあたりの、例え

ば離島と言われるのをくくっていいのかなというのがよくわからなくて、多分比較的街、

大陸じゃない、つまり、本州に近いエリアの島と、おそらくそういうところは比較的観光

客も呼び込みやすい、企業も呼び込みやすい、そういう島とか、あと、ほんとうに離れた

島というのと、どういうところで産業振興が滞って、どういうところで人口流出で悩んで

いるとか、ちょっと離島と言わないで、この辺は幾つか分類して考えてみる必要があるか

と思います。 

 あと、多分ちゃんとやられるとは思うんですけど、統計データを使って全体が見える化

というか、実際にそれぞれの島で何が起きているのかということについて、ちょっとまと

めないで少し分類するか、２６０しかないなら２６０で構わないので、少し詳細な分析が

あっていいのかなと思いました。 

 以上です。 

【工藤委員】  想定された質問が既に出たんですけれども、基本的には、私の理解では、

離島と、例えば過疎地域とかとの決定的な違いは、海を渡っていかなきゃいけないかとい

う話と、今の２点目の佐藤先生のお話にもあったと思うんですけど、内海の島なのか、外

海の島なのかということで、特に外海の場合には、地下資源の問題であるとか、漁業権と

か、結局島民だけではなくて、日本国民全体、あるいは日本国の全体的な経済が潤う重要

なポイントであって、そこに人が住んでいるか、住んでないかというのが非常に大事だっ

ていう話になってくるので、その辺は日本の現行法制だと、離島の定義が非常に曖昧で全

部離島になってしまう。要するに、本島以外全部離島になってしまっていますが、国際的

にはちゃんと分け方があるので、例えば少しそういうのを入れた上で、今、佐藤先生もご

指摘があったように、少し整理するのがいいのかなというふうに考えています。 

 コメントが３つ、すごく簡単なのがありまして、１つは、今、申し上げたとおりで、最
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終的な評価というときに、今、今日は評価の視点として３つ挙げていただいているんです

が、その中で特に②の成果のところに何を成果とするのかというのが一番多分重要なんだ

と思います。例えば人口が増えるのが成果なのか、産業が興ることが成果なのか、すごく

離島政策って３６０度で非常に広いんですけれども、国交省がやっていることで、例えば

港湾の整備をするとか、生活インフラを整備するとか、更新するとか、そういう基本的な

ところが大事というふうに考えた成果なのか、まさに人が住み続けることが最終的な成果

なのか、その辺の重要度みたいなのを一旦整理しないと、多分ちょっとこれ、かなり膨大

な話になって、結果的に見えにくくなると思いますので、少しそこを整理されたほうがい

いのかなというのが１点目です。 

 ２つ目は、それとも関係するんですが、評価の手法として、現状分析されるのは大事だ

と思うんですけれども、その先に一体何を目的として、その結果、何をやって、それがど

のぐらい成果が上がったのかというのをきれいに見えるようにしないと、これだけできま

したと言っても、それが離島政策の成果としてできたことなのか、たまたまそうなったの

かとか、ちょっと今回とは関係ないですけども、例えば小笠原なんかは、人口が今、増え

ていて、非常に若い人が移住して子どももたくさん生まれていて、多分出生率が高いとか

ってある。それは別に政策の結果というよりは、例えば世界遺産になったとか、サーフィ

ンができるとかということで移住した人がいるとか、ちょっと関係ない話もありますので、

結局のこのデータとして出てきた成果と、政策の成果がどうなったのかというのをきれい

に分析する必要があるのかなと思います。難しいかもしれませんが、分析する必要がある。 

 最後なんですが、まさに一般的な過疎政策と離島の違いというのは、やっぱり見える化

したほうがいいと思います。なので、なぜ日本にとってこの離島政策というのが非常に重

要なのか、単に今、地方創生とか、ほかにもいろんな手段で地方とか、過疎地の振興して

いるわけですから、そうではなくて、これが必要なんだということを明確にするというの

はちょっと大事かなと思います。 

 以上です。 

【山本委員】  随分昔にやったことがあるんですけど、今、制度が変わっているかもし

れませんけど、要するに、半島振興法とか、過疎の振興法と一緒で、これは議員立法だか

らかなり一般的なことが書いてあるわけですね。それで、問題は、たしか当時の記憶を思

い出すと、今、その制度があるかどうかわからないんですが、半島だと、半島カードとか、

過疎地域だと過疎カードとか、何かそういうのはきちんと、ちょっとデータはかなり間違
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いがあったんですけど、一応国交省、その当時の建設省がおつくりになっていたのか、あ

るいは旧自治省だったか、よくわからないですけど、そういうのはかなり整備されていて、

かなりそういう議論があったんですね。だから、そこら辺は過去からの追跡を、先ほど来

の議論があれば、そういうことをやるということも可能だと思うんですけど、ただ、アン

ケートはもう既におやりになっていることをやるということですから、これは、まあ、か

なり制約があると思うんですね。 

 ただ、いずれにしても、今までの方のご意見があったように、多分重なる部分もあるん

だけども、これは、いろいろな目的が入っているので、それをここの国交省の立場でこれ

が目的だってなる。こういった状態よりも、こういう状態のほうがいいということは言え

ても、なかなか特定化は難しいから、頑張ってくださいとしか言えないんですけど。 

【上山座長】  はい、白山さん。 

【白山委員】  私も、本件は総合的、複合的に絡む話なので難しいと思うんですけど、

工藤委員がおっしゃったように、最終的な成果をどこら辺にもってくるのかというところ

をまず考えた上で、１４の施策ごとに、まずはそれぞれの評価にはなると思うんですけど、

それらが総合的にどう絡んで最終的な成果と結びついていくのかというようなところを、

できればロジックモデルなどを考えるなど、何か明確にしていくというようなことが必要

なのではないかと思います。 

 それと、過去からの離島政策の時系列の分析と同時に、状況は違うのかもしれませんが、

沖縄とか、奄美とか、小笠原とかなどとの違いがどこにあって、どう政策が異なるのかと

いうところの比較というのも、やはり必要なのではないかと思います。 

 その２点です。 

【上山座長】  はい。 

【村木委員】  ありがとうございます。ほかの先生方がおっしゃっていたことの若干繰

り返しにはなるんですが、例えば今日離島の医療の現況などのご説明ありましたが、やっ

ぱり一くくりだと非常にわかりにくいので、人口とか、立地とか、もう少し見せるときの

切り口を考えた方がいいと思います、どうやって説明するか、離島の状況。それを最初に

見せていただいたほうがいいという感じがしました。 

 難しいのが、細かくしていったときに、その成果をどのように示すか。先ほどのアイス

クリームの話は、非常に大事なことだと思うんですが、それをたくさん並べるとトピック

ベースになってきて、評価するのが非常に難しいということもあるかと思いました。また、
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国土交通省の政策評価として、他省庁との関係でより島がよくなっていくということも、

もちろん大事なんですが、そのあたりをどうやってまとめていくのかということも大事な

要素かと思います。 

 あと、最後の評価のときに、私は、もしかしたら、交流とか、売り上げとか、人口の増

加とか、島によってそれぞれ最終的な評価の切り口は違うのかもしれなくて、このあたり

も一くくりがいいのかどうか、あわせて少し検討されるといいのかもしれないと思いまし

た。 

 以上です。 

【上山座長】  では、加藤さん。 

【加藤委員】  離島に最近よく行くようになったので、現状を見ていろいろ思うところ

はあります。ただし、離島というのは、別に日本だけにあるわけではなく、ほかの海洋国

家にもたくさんあるはずですので、日本の離島振興施策がそういった他国と比較してどう

いう位置づけにあるのかについて一回整理したほうがいいのではないでしょうか。そうす

ると、我々の政策が妥当かという議論が進められると思いました。 

 以上です。 

【上山座長】  はい。 

【田辺委員】  なかなかこれも難しいところがあるんですけど、２点でございます。 

 １つは、離島振興策はやっているんだと思うんですけども、にもかかわらず、人がいな

くなっちゃったところというのはあるんだろうと思うんです。そこをゼロベースとすると、

人がいなくなっちゃうと、こういうマイナスがあって、で、今、離島振興策をやっている

から、人がいて何とかなるという、そのなくなっちゃったところのゼロベースのところ、

ゼロベースというかな、その極端な例というのを見せていただくと、だから、かくかくし

かじかのことが必要だというものが見える可能性があるので、何かいい例があったらお願

いしますというのが一つ。 

 それから、２点目は、やはりこれ、基本的には補助率のかさ上げとか、それから、租特

でお金で面倒見るという側面もかなり大きいと思いますので、それにかかわるやっぱり事

業費のベースというのを全部足し上げてみて、どういう配分になっていて、どういうとこ

ろでどういう事業が行われているのかの一覧表というかな、マップみたいなのをおつくり

いただいて、それと、あと、それによってどういう効果があったのか、少なくとも人口の

マイナスのところと照らし合わせてどうなっているのか、というところの見える化という
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んでしょうか。こういうのを進めていただくと、事業と、それから、その全体の効果みた

いなところの把握というのは少しやりやすくなるんではないかと思っております。 

 以上です。 

【上山座長】  それでは、私も一言。 

 津波も、離島も、国交省としては、とても幅の広いテーマだと思うんですね。水辺の人々

の暮らしを丸ごと面倒見なくてはいけないという、そういう非常に大きなテーマで、だか

ら、やりがいもあり、他省庁の領域まで入る非常に重要なテーマだと思うんですね。 

 どっちも国民的関心がすごく高い。津波はもちろん、離島のほうも、最近、離島ブーム

がある。あと、国境問題もあるし、従来の多分この法律をつくったときは、遠くにいるの

で交通が不便と、主に交通支援しましょうみたいな話が非常に多かったと思うんですけど、

最近、全然別の意味で離島に対する関心が上がってきている。それでほんとうは、抜本的

な法改正の時期を迎えているのかもしれません。 

 ただ、法律改正を待つまでもなく、実際に仕事のやり方が事業の中身がだんだん変わっ

てきていて、そのあたりの変化の中身をまず説明するとともに、そもそも離島というのは

こういう意味で大事なんだとか、あるいは日本の離島政策はこうなっているんだとか、あ

る意味で離島白書的なものを出すタイミングとして非常にいいんじゃないかなと思う。で

すから、立てた計画がそのとおりいっているとか、あるいは事務事業で何億円使ったとか

の話よりも、そもそも離島、国家戦略としての離島戦略は我が国、大丈夫なのかみたいな

のを点検するような感じで、大きく捉えてやっちゃったほうがいいんじゃないかと思う。 

 そのときにやっぱり大事なのは、離島といってもいろいろありましてというタイプ分け。

それをやらないと、何か中山間地の延長線上みたいな感じでやっちゃうと、田舎の振興策

とダブって、特に離島戦略って感じがしなくなる。そのあたりちょっと個別指導でよく整

理しながらやっていただければと思いますが、最後に、いかがでしょうか。 

【吉岡離島振興課長】  すいません。多岐にわたってご指摘いただきまして、全てにお

答えできるかどうかわかりませんけど、いろいろお知恵をいただきながらやっていきたい

と思っております。 

 １点、ちょっと申し上げそびれてしまったので恐縮なんですけれども、この４月から離

島に関しましては、有人国境離島法というのが施行になりまして、特に保全をしなきゃい

けない島、それから、地域社会を維持しなきゃいけない島については、特別の措置を講じ

ることになりまして、それは所管としては内閣府の所管でございます。内閣府の予算もつ
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くられまして、特別な措置を講じる観点の施策はそちらでやっていただくという整理にな

っております。しかしながら、私どもの課といたしましては、振興という観点、この離島

振興法に基づく振興という観点から、そこは横串を通して、国境離島の問題も含めて取り

組みを進めていかなきゃいけないというふうなことを思っております。 

 具体的にどう評価を進めるかにつきましては、また、いろんな個別のご指導もいただき

ながら、ご相談させていただきながらやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

【上山座長】  はい。それでは、よろしくお願いします。 

 それでは、次のテーマ、海運からの温室効果ガスに移りたいと思います。 

【田淵海洋・環境政策課長】  海事局海洋・環境政策課の田淵です。よろしくお願いい

たします。 

 お手元の資料の２－３でございます。レビューのテーマ名としまして、海運からの温室

効果ガス排出削減策というものでございます。施策の対象としましては、国際海運につい

ての温室効果ガスの排出削減ということで、国際海運につきましては、国連の気候変動枠

組み条約との関係でいきますと、国際海事機関（ＩＭＯ）において規制の分野、これを策

定していくということになっておりますので、この５年間の我々のほうで行った施策とし

て、このＩＭＯに対してどういうふうに取り組んできたかということ。それから、それと

車の両輪として、同時に省エネ関係の技術開発というのも行っておりますので、この両輪

としていかにうまくリンクをさせて、かつ結果として日本の海事産業の競争力に結びつけ

ていけたかというところを見ていただいて、評価をいただき、かつ今後の同じような対策、

国際的な対策についてもご助言をいただいていくというようなことにできればと思ってお

ります。 

 ポンチ絵のほうにまいります。めくっていただいて、１ページでございます。国際海運

からのＧＨＧ排出削減ということで、右下に年表がございます。レビューの対象期間、平

成２５年度から２８年度ということで、これはどういう期間であったかということです。

一番上の欄の一番左のところに燃費規制発効というものがあります。レビューの対象にな

る期間に向けて、ちょうどその関係する国際規則というのが発効になっておりますので、

ちょうど評価についてもまとまった期間になろうかと思います。 

 上のほうの政策目的でございます。国際基準の策定の主動、これを日本で行う。それか

ら、関係する省エネルギー技術の開発普及と、これも一体となって行うと。結果として、
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先行した利益、競争力の確保というところを産業としてとっていくというところです。政

策の手段としては、その２つ、国際基準の策定と技術開発、普及の支援ということで、そ

の左下のところでございます。国際基準の策定というところについては、ＩＭＯでどうい

うふうに主動していくかということで、たくさん文書を出していきましてということであ

りますとか、我が国代表団でその議論をどういうふうにリードしていくか。それから、さ

らに、これはＩＭＯの事務局というところの中で日本人にどうやって活躍していただくか

と、こういった内容でございます。それから、技術開発の普及促進というところにつきま

しては、その規制に合わせて民間の造船会社、海運会社の競争力を確保していけるように、

必要な技術を前もって技術開発していくと、そういう流れであります。 

 ２ページでございます。国際海事機関（ＩＭＯ）というのは何でしょうかというところ

なんですけれども、これは国連の専門機関の一つです。船の安全に関する条約、それから、

海洋汚染防止に関する条約と、こういったものを統一的に扱っております。今日お話をい

たします対象のＧＨＧというものにつきましては、海洋汚染防止（ＭＡＲＰＯＬ）条約と

いうところで規制をしております。で、ＩＭＯの中で、下のほうに構成図があるんですけ

れども、赤く塗っております海洋環境保護委員会、ここでＧＨＧの対策というのを、規制

をつくってきているという、そういう状態です。 

 ３ページ目にまいります。どういう規制を導入しているかということになるんですけれ

ども、まず、右上の図なんですが、国際海運からどれくらいのＣＯ２が出ているかという

ところなんですけれども、国際海運全体で８億ＣＯ２トンというものを排出しております。

これは世界のＣＯ２の排出量が２０１２年に３５６億ＣＯ２トンというものになっており

まして、これの２.２％、これが国際海運からの排出量です。これに対して規制をかけてい

くということで、まず最初に規制として２０１３年、ちょうど平成２５年の冒頭になりま

すけれども、新造船、新しくつくる船からのＧＨＧ、ＣＯ２の排出の性能、これを燃費性

能について規制を始めております。この図のところ、２０１３年から規制を開始していま

す。その後、２０１５年、さらには、２０２０年、２０２５年と、この燃費規制を段階的

に強化していくと。この規制に合致しない船については、市場に投入ができないという規

制を条約上しております。世界一律でこの規制をかけておりますので、世界中で走り回っ

ている船は全て同じ規制がかかるという形になっております。これがまず第一段の規制と

してつくっております。 

 これにつきましては、ちょっと小さな字ですけれども、※のところで、日本は規制の仕
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組みなど３９の文書を提出し、条約づくりを主動したと書いております。積極的に技術文

書、それから、条約のドラフトといったものを出してきております。 

 めくっていただいて、４ページでございます。さらにその燃費性能の規制に加えまして、

実際にその結果として各船からどれくらいのＣＯ２が排出しているのかというのを強制的

に集めるという、そういう条約改正というものも検討してきておりまして、昨年度までの

ところで条約改正というものの採択を終えております。燃料の見える化を、燃費の見える

化をするというものでございまして、３ポツのところに書いてあるんですけど、燃料消費

実績報告制度ということで、各船からデータを集め、船籍国を経由して、国際海事機関で

データベースをつくると。ここで個々の船の性能というのを見える化をして、さらに次の

ステップに進んでいくと、そういう条約改正をしております。 

 ここでめくっていただいて、５ページになります。ちょうど今、取り組んでいる最中の

ものになりますけれども、こういったデータで見える化をした後に、じゃあ、具体的にさ

らに燃費性能以外の規制としてどういうことを国際海運の分野にかけていくかと、そうい

ったことの戦略をちょうど今、考え始めているというところでございます。行く行くはマ

ーケットメカニズム、市場原理に従ってそのＧＨＧを削減していくような仕組みと、そう

いったものを構築するための戦略というのをこれから検討を始めると、そういう段階にあ

ります。 

 ６ページでございます。そういった中で、どういうふうにその国際規則をリードしてい

くかというところで幾つかの観点があります。事務局の中に優秀な日本人を置いておくと

いうこと。それから、実際の会議の場で議論をリードするということと、この２つがござ

います。まず、事務局のほうでございますけれども、これは２０１５年までなんですけれ

ども、事務局長、日本人関水という者になっていただいておりました。そのほか、事務局

のスタッフとして安全部次長以下、数名の日本人を入れているということ。それから、右

側の下のほうでございますが、ＧＨＧに関係します議論、これについていいますと、副議

長、あるいはその下のワーキンググループの議長、こういったところを日本人でとって、

で、議論の進捗と、あるいはリードというものを図ってきております。 

 ７ページは、そういった中でたくさんの文書を出しておりますというのを数字で一応出

させていただいているというものです。日本のほうの提案で条約のドラフトとかをつくっ

てきたというものでございます。それが規制のほうの話、国際基準のほうの関係での取り

組みです。 
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 ８ページでございます。それの両輪、規制の両輪として必要な技術を用意をしていくと、

開発をしていくというものでございます。一番上の枠のところの最後の行に書いておりま

すけど、ちょうど政策レビューの期間、平成２５年度から２８年度という期間に、こうい

ったＧＨＧ関係の研究開発について補助を実施してきております。具体的には下のほうに

幾つかブロックを書いておりますけれども、左のほうの燃料転換、それから、右下の船体

系の摩擦抵抗の少ない塗料に至るまで、いろいろな取り組みをしております。特に左のほ

うの燃料転換の中の天然ガス関係の取り組みというところについては、別途後ろのほうの

ページで詳しく説明をいたします。 

 こういったものについて、９ページのところで、この４年間、あ、５年間だったかな、

の取り組みのところで、各海事業界がやっておりました事業、我々のほうで補助をした事

業というのの一覧でございます。いろんな会社がいろんなことをやっているということで

ございます。 

 １０ページにつきましては、成果の活用の一例として１０ページに、日本郵船のほうで

どういうふうな利用の状況、技術開発の利用の状況にあるかというものを参考事例として

述べております。日本郵船の船隊、船のフリート全体で５年間で１４.３％の燃料消費効率

の改善、向上という形に効果が出ているという事例でございます。 

 それから、１１ページ、技術開発の目標であります、国際競争力の部分の現状でござい

ます。日本がどういうふうな優位性があるかというところです。右側のところにちょっと

グラフで書かせていただいておりますけれども、燃費の性能、これ、上にいくほど数字が

悪くなります。下にいくほど性能がいいという順になります。青い丸が日本の建造してい

る船、赤い丸がライバルであります韓国・中国というところでございます。今のところ、

性能の優位性というのはあるんですけど、これからもこれを維持していくという努力は継

続していかなければいけないというところです。 

 それから、１枚めくって１２ページ、代替燃料の中で天然ガス、ＬＮＧ、これを船の燃

料に使っていくというものです。現状ほとんどの船は重油をたいているんですけれども、

これをＬＮＧに転換いたしますと、ＧＨＧでも効果があると。そのほかのＮＯＸ、ＳＯＸに

ついても非常に有効なものでございますので、これについても国際基準をつくること。そ

れから、研究開発を進めるということの二本立てでやっております。ＩＧＦコード、これ

は国際基準をつくりましたということで、本年の１月から施行になっております。 

 それから、１３ページのところにつきましていいますと、天然ガスの燃料船というのの
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開発のためにエンジンの研究開発、その他、右のほうの絵ですけれども、行ってきたと、

補助の事業を行ってきたと。内航船ではあるんですけれども、技術の実証をしております。

タグボードです。さらに、外航船につきましても、エンジンの開発を行いまして、現在、

ちょうど日本郵船のほうで世界初の自動車運搬船、天然ガス燃料を使った自動車運搬船を

就航させたと、ちょうどそういうタイミングにきております。 

 最後のページ、１４ページでございますが、こういったいろんな取り組みについて、制

度的、法的にも位置づけを図っております。今年の１月に開かれています国会のほうに海

上運送法の改正ということで法律を出させていただいておりまして、衆参賛成で法律とし

ては成立、公布という手続を経ております。先進船舶ということで、左側の先進船舶の右

下に天然ガス船と、こういったものを先進船舶というふうに位置づけまして、右側、導入

計画と、これも大臣の認定するものになるんですけれども、天然ガスの燃料船を普及して

いくのに、陸上の燃料の供給設備でありますとか、港湾の取り組みであるとか、そういっ

たものを体系立てて計画をしていこうと、そういった形での取り組みをしております。 

 以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございました。では、質問、お願いします。 

【佐藤委員】  これ、何が目的で、何が手段なのかなというのを、ちょっと一生懸命考

えていました。政策目的は、ポンチ絵のところの政策目的って、一応２つ並べてはいるん

ですけど、基本的な狙いは、日本の海運事業の国際競争力の向上で、それはどうやってや

るかというと、国際基準をとっていくというか、国際基準をとると。その具体的に国際基

準として念頭に置いているのが省エネであるとすれば、省エネルギーの普及というか、そ

こにおける国際基準をとっていくというのは、ある意味、国際競争力強化の手段というふ

うに位置づけられると思うんですけど、このあたり、どっちを目指しているのかなという

のが、これ、環境政策の話をしているんですか。競争力向上の話をしているんですかとい

うのが、ちょっといまいちよくわからなかったという気がします。両方だと言われても、

どちらに重きがあるのかというのは、やっぱり整理があってしかるべきかなと思いました。 

 それから、具体的に国際基準を取りに行くと言っている。その成果として、じゃあ、人

を送り込むことが成果なのかと言われると、さて、それで一体何が変わったのか。何かい

くつか事例は出てはいるんですけれども、この海運事業の中において、じゃあ、日本がさ

まざまあるいろんな基準、規制の中でどれくらいの割合というか、どの程度日本の基準が

国際基準として採用されていったのか。あるいは日本が主動して国際基準をつくっていっ
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たのか。何かもうちょっと、何か幾つかケースは挙げていますけど、もっと全体像の中で、

今、これくらいの何かいろんな基準があって、その中の何％取りましたとか、何かそうい

うのがないと、インパクトの程度がちょっとわからないかなというのと。 

 あと、最後に、もし、これが国際競争力の向上というのであれば、何か新しい技術が普

及しましたとかっていうこと以上に、日本の海運業、最終的に売り上げとか、利益がどれ

くらい伸びたのという話になりますし、伸びる理由はいろいろとあるわけですから、その

中において今回のこの省エネ技術の普及といいますか、国際基準を取っていったというこ

とが、どれくらい具体的に国際競争力の向上につながったのか。ほかにもいろんなインパ

クトがあるわけですから、影響があるわけですから、その中でもこれがあったからこそ、

日本の国際競争力が上がったんだよという、何かそういったことを見せてくれないと、何

かストーリーだけを聞いているという気がしたものですから。 

 以上です。 

【工藤委員】  私もちょっと一番違和感があるのが、資料２－３の１ページ目というか、

最初の表を見ると、テーマ名とその対象施策の概要と、それから、実はそこから出てくる

評価の目的、必要性というところがあまりつながってないのではないかという一番懸念が

あります。今、佐藤先生もおっしゃったとおりで、テーマ名だけ見ると、何か環境に優し

い海運づくりみたいなイメージがあって、しかし、対象施策のもう半分は何か省エネ技術

とかっていう話をしているわけなんですよね。で、最終的には温室効果ガス排出削減を図

っていると、こういうふうに書いてあるんですが、にもかかわらず、評価の目的、視点と

いうのがこういうふうに若干ずれているのが、なぜそうなっているのかというのがちょっ

と見えにくいので、そこはやっぱりきちっとわかりやすいロジックにしていただく必要が

あるかなと思っています。 

 あと、特に海運については、性能がよくなって、例えば日本の造船技術が高くなってい

るから、それが省エネに貢献するから、じゃあ、売れるのかというと、性能優位性がイコ

ール競争力の強化にはならない側面もたくさんあって、明確にわかっていても安いものが

売れたりする場合もありますので、ここのところはちょっとあんまり、何というか、性善

説だけでいってしまうと、じゃあ、これで競争力が自動的にアップするんですねという話

にはならないだろうと思います。 

 それから、佐藤先生もご指摘があった、国際的ないろんな議論の場で日本人が出ていく

ことというのは、これ、よく国際貢献であるとか、条例づくりとか、この類いでも日本人
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がどれだけ参加しているかとか、貢献したかというのは、よく分析する手法としてはある

んですが、事務局長とか、トップに人がいたからすごく何か状況が変わるというものでは

ないので、必ずしも。ここのところはやっぱり分析の、何でそれを分析する必要があるの

かというあたりをきちっとわかりやすくしていただいたほうがいいと思います。実際には

海事の世界は、結構日本の影響力というのはそれなりにいろんなところで条例づくりとか

には影響しているのは知っているんですが、それとはちょっとこれ、性格が違うのかなと

いう気がしますので、いま一度その分析の手法はやっぱり精査していただいたほうがいい

かなと思います。 

 以上です。 

【加藤委員】  評価の視点が３つ掲げられていますが、２つ目の視点に違和感を感じま

した。国際基準策定への貢献が結果的に国際競争力にどうつながったのかがよくわからな

いというご意見をさきほども佐藤先生がおっしゃっておられましたが、私もそのロジック

がもうちょっと明快であるべきだと思います。ＣＯ２の排出量は制約条件であって、どう

やってその制約の中で海運業をうまく発展させるかが大切だと考えるのですが、そういっ

たような話があまり見られなかったように思います。 

 ちなみに３つ目の視点については、ＣＯ２削減という、ある種新たなビジネスチャンス

が出たので、それに伴って造船業やデバイスで新たな技術をつくって世界に売り込もうと

いう話ですよね。これは比較的明快なのですけど、やはり②が不明確です。 

 以上です。 

【上山座長】  では、私も。要するに、ＣＯ２を減らすには掛け算だと思うんですけど、

まず性能のよい船、省エネ効率のよいエンジンというか、船をまずつくらないといけない。

だから、造船業の話だと思う。 

 ２番目に、賢い運行パターンをやらなくちゃいけないので、荷物の積み方も含めて海運

業の話だと思う。この２つの業界が頑張らないと、現実にＣＯ２が減らない。さて、本来

はほっといても経済原則で努力はするはずですね。燃料を減らしたいし、コスト下げたい

からです。だけども、そこに政府が出てきて、造船業にも海運業にも関与する。その仕方

がいろいろあって、規制もあるし、技術開発の支援、お金をあげることもある。そのあた

りの何か、そもそもどうやったらＣＯ２が減るのかという要素分解、これを最初にすっき

りと書いてもらうと、話が聞きやすくなる。 

 ただ、実は国交省の枠を超えると、省エネというのがもう一個あって、石油業界という
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かな、造船、海運だけじゃなくて、エネルギー産業というのがもう一つあって、彼らにと

って売り上げが減る。でも、もしかしたら、大事にエネルギーを使うという意味で、エネ

ルギー業界にとってもプラスかもしれない。 

いずれにせよ、関係業界は３つあって、役所がやる仕事は取り締まるのか、助けるのか

ということだという、非常にシンプルな捉え方を最初にやって、今回政策評価で何をした

いのかというところを、その枠組みを最初に整理した上で決めていったほうがいいと思う。 

 その上で、副産物として、ＣＯ２を減らす努力をみんながやったら、結果的に競争力に

つながるという話はあると思うんですけど、それを前面に立てちゃうと、このテーマ名と

矛盾してきちゃう。だから、海運業も調子よくなるし、造船業も復活するし、それから、

ＣＯ２も減ると。経済と環境の両方バランスとるすばらしい政策だという美しい絵は描け

る。しかしそれは最後副産物も入れたら、なぜか結構いいですねという、後ろの発見ぐら

いのところにして、前半の話はやっぱりＣＯ２というところで限定しておいたほうがいい。 

 ほかありますか。はい、どうぞ。 

【白山委員】  大した話じゃないんですが、何かやはりこれは難しくて、お話を聞いて

いると、ＩＭＯという組織の評価と、それから、独立行政法人海上技術安全研究所の評価

みたいな感じになってしまう可能性があるので、それとは違う形での政策評価をするんだ

というところは意識として持ってないといけないかなと思いました。 

 以上です。感想です。すいません。 

【上山座長】  はい。では、担当のほうから少しお願いします。 

【田淵海洋・環境政策課長】  ありがとうございます。そうですね。共通して、環境政

策なのか、競争力強化なのか、それから、最後のほうに、これはＩＭＯの評価になっちゃ

いやしないとかというところです。まずは、その環境なのか、競争力なのかというところ

について言いますと、まずは、環境であると。で、その中で規制を利用しながらというと、

言い方が語弊あるかもしれないですけれども、競争力をつけていくという、そういうとこ

ろです。そのロジックの中、その使い方の中でＩＭＯを利用し、それから、また、研究施

設があれば、その研究施設を利用するというところです。 

 規制の中での副産物でその競争力強化になるかどうかというところについていうと、そ

うなるように規制のほうをつくっていこうとしているのが狙いでございまして、例えばポ

ンチ絵のほうで３ページになるんですけれども、左のほうの新造船のＣＯ２の排出規制と

いうところ、燃費性能になるんですけど、これを段階的にどんどん厳しくしていくと。こ
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れがまずは環境政策であるというところなんです。これは技術的にもハードルがどんどん

年を追うごとに高くなるというところで、これに対応できる技術を用意させるというのが

結果として我々の国内の造船業なり、あるいは海運といったところの競争力に結びつくと

いう、そういうことで、結果としてそうなるというロジックかもしれません。ちょっと整

理をしていきたいと思います。 

 それから、そうですね。評価の手法の①、②、③というところについては、これから考

えていかなければいけないのかなと思っています。とりあえずのところとしては、例示と

して日本郵船でこんな形になっていますというか、どういうふうに使われたのかというと

ころはあるんですけれども、ご指摘いただいた中で、例えばＧＨＧの規則がこれだけのボ

リュームがあって、どこにその日本の貢献があってというところの詳細を提示できるもの

が手元にちょっとあるわけではないので、そういったところも含めてご説明をしていきた

いと思います。 

 そうですね。あと、事務局がどういうふうに我々から見てツールになるのか、環境規制

のツールになるのか。それから、それに対して日本人で、例えば委員会の議長を……。 

【上山座長】  すいません。ちょっと時間がないので。 

【田淵海洋・環境政策課長】  はい。というところについても整理していきたいと思い

ます。 

【上山座長】  はい。では、すいません。あとは個別指導の場でまたよろしくお願いし

ます。 

 それでは、物流のほうに移りたいと思います。 

【平嶋物流政策課長】  物流政策課長の平嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料に沿ってご説明したいと思います。資料、最初のほうがパワーポイント資

料３－１になっております。もう一つ、その次に縦紙ですけれども、２９年度政策レビュ

ー結果（構成案）というものがございます。最初に、この構成案のほうをご説明したいと

思います。 

 第１章から第４章分かれておりますけれども、全体の構成としまして、最初に物流政策

の概要を述べるようにしたいと思っております。物流の役割、意義、それから、物流とい

う分野がカバーするものというのが大分広がってきておりますので、どの辺までカバーし

ているものが広がっているのかということを最初に説明するようにしたいと思います。そ

れから、それに関して物流行政、政府として果たす役割というのがどうなっているのかと
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いうことを説明しまして、その上で現行の総合物流施策大綱がどのようなものであるのか

というのを、大綱そのもの、それから、大綱の中身として、さらに、細かい１２８個設け

られておりますプログラムの概要という形で説明をしたいと思っております。 

 その次に、第２章としまして、評価の概要と、評価の目的・必要性という形で、評価自

体をどのようにしていくのかということを書いて、第３章のほうでは、１２８個設けられ

ているプログラムについて、どのような評価を行っていくのかと。国交省担当分としまし

て、１０７個の施策がございますが、目標数にしますと、１２７個になります。その１２

７の目標について、評価の考え方を説明し、個々の評価をしていきたいと思っております。 

 その次、３章の４のところでございますが、現行の大綱を決めてからどのような物流を

取り巻く変化があったのかということを説明して、その上で現在のプログラムの置き方と

いうのがどうであったのか評価することとしています。ここは、プログラム自体の設定と

いうのを見直してみたときにどういうふうな置き方をしておったほうがよかったのか、そ

の見直すべき点があれば、そこを分析したいと思っております。 

 最後に第４章としまして、今後の物流政策の基本的方向ということについて、次期大綱

の概要も含めて、最後にまとめて記述したいと考えております。 

 具体的なところは、資料３－１のパワーポイント、Ａ４横紙のほうに沿ってご説明した

いと思います。 

 開いていただきまして、目次１から３の部分が、今、縦紙のほうでご説明しました構成

の第１章、第２章、第３章の部分であります。第１章を簡単にご説明しますと、物流がど

のように変わっているのかと、物流とは何なのかと、その意義はどうなのかということを

説明したいと思っております。今の物流の機能、典型的なその生産・運送・保管という物

を運ぶ、物を保管するというものに加えまして、いろいろと物流の機能自体も広がってお

ります。例えばＥＣ市場の拡大に伴いまして、ＢｔｏＣの物の動き、従来は小売店に運ば

れていたようなものが直接消費者のところに届いてくると。もしくは消費者同士がネット

オークションを通して物のやりとりをすると。それに伴って、物が個人宅まで動いてくる

というようなものが非常に数としても増えてきております。市場としても、大体物販の部

分のＥＣ市場というのが７兆円に達しておりますので、従来とは相当変わってきておると

ころでございます。 

 また、サプライチェーンの広がりというのがあると思います。海外からの調達も含めて、

生産、運送、保管、販売をまたいだ物流の広がりというのが出ていると。あと、３ＰＬの
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登場、それから、物流不動産の登場と、こういったものがあると思います。従来よりもさ

らに通信販売等々の機能拡大に伴いまして、３ＰＬ事業というのがその役割を増している

というところがあると思います。 

 また、物流施設における機能の拡大というところですけれども、例えばクロスドッキン

グセンター、もともとはＮ個の生産地からＭ個の小売店に対して、組み合わせとしてＮ掛

けるＭの組み合わせがあったわけですけれども、このクロスドッキングセンターを通すこ

とによって、その流通網を集約できる。また、作業も集約できると。そういった効率を上

げるためのいろんな取り組みというものが出ていると。また、道路の圏央道ができていく

に従いまして、圏央道周辺に物流施設というのがどんどん建って、ばらばらに存在してい

た加工機能というのが集約されていく、そういった変化も出ているところであります。 

 次の４ページでございますが、物流の担い手ということで、物流事業者、実運送を行う

人、それから、荷主という典型的な部分、あと、インフラの道路、港湾、鉄道、空港関係

者と、こういったものに加えまして、特に物販においては荷主として個人が占める割合と

いうのが非常に大きくなってきていると思います。また、分業としての物流不動産という

のも出てきていると思います。また、その下のほうに書いてありますけれども、輸送機器、

それから、マテリアルハンドリング機器をつくっている会社、そして、３ＰＬと、さらに、

倉庫の中の管理システム、輸送の管理システム、こういうＩＴ関係というのが非常に使わ

れてきており、この分野でのシステム開発というのもどんどん進んでおると。そういった

意味で物流全体を支えていくその関係者の広がりというのが従来にも増して大きくなって

いると言えると思います。 

 ５ページですけれども、これは現行のプログラムから抽出したものでございますが、役

割と、それぞれどういった分野の関係者がそれを担っているのかという表でございます。

今、申し上げたようないろんな物流の変化に伴って、関係者や分野というものが、現在は

さらに広がっているということが言えると思います。こういった状況というのを第１章の

ほうでは書いていきたいと思っておるところであります。 

 資料、ちょっと飛ばしていただきまして、９ページ以降でございます。評価の概要（第

２章）というところですけれども、評価の概要につきましては、１０ページに書いてあり

ますような形で記述をしていきたいと思っております。 

 具体的なプログラムの仕分けにつきましては、第３章で書く予定でございますが、１２

ページに書かせていただいております。現在、総合物流施策推進プログラムに盛り込まれ



 -34-

ている政策というのは全部１２８個ございます。他省庁の実施が中心となる施策というの

が２１個あります。国交省の分というのが１０７個あります。一つの施策で複数個プログ

ラムが、目標が設定されているものがありますので、目標としましては、１２７が対象に

なるところであります。この中で、目標の中で定量的な目標数値をもって書かれているも

のというのが２５個、定性的な、定量的な目標の形では書いてないものが１０２個ござい

ます。これをさらに分解していきますと、直接目標は書かれていないけれども、目標をと

ることができるものというのが１５個プラス１０個の２５個、で、あと、定性的にならざ

るを得ないものというのが７７個ございます。それらをこの数値が設定されているものは

数値に従って、定性的なものについてはできるだけ定量的な観点で評価していきたいと考

えております。 

 １３ページですけれども、現在の作業についての暫定的な数字でございます。現行の物

流総合施策大綱のプログラムにつきまして、３つの分野でできております。産業活動と国

民を支える効率的な物流、環境面、それから、安全・安心面と、この３つの柱で区分され

ておりますが、それぞれごとにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価で区分けをしているところでありま

す。大体目標年次までに達成済み、大体進んでいるというもの、それから、まだ十分達成

できていないというものがごらんのとおりでございまして、現在、Ｃの評価につきまして

は、全体一番上の欄を見ていただきますと、１２７のうち１３個程度がＣに該当するのか

なと考えているところでございます。 

 あと、１４ページ以降は、現在作業を進めております総合物流施策大綱に関しての有識

者検討会の検討状況であります。 

 １５ページのところでスケジュールを書かせていただいておりますが、第１回目の検討

会を２月１６日に開催いたしまして、現在第４回まで開催しております。６月上旬に取り

まとめを予定しているという状況でありまして、その後、その提言を受けまして、関係省

庁と協議して大綱案を策定し、閣議決定していきたいと考えております。 

 前回の物流施策大綱策定から現状におきまして、どのような大きな変化があったのかと

いうことについても、レビューの中では触れていきたいと思っておりますが、１７ページ

をごらんいただきますと、これが大体社会の状況の変化というのと、行政がそれに対応し

てといいますか、そのそれぞれの時間軸でどのようなものを決めているかということでご

ざいます。大きな社会の状況の変化としましては、１７ページの左側の一番上にあります

けれども、消費税増税前の駆け込み需要によりまして、トラックドライバー不足が顕在化
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しました。これは年度内に荷物を運び切らなかったものが年度を超えてあふれてしまった

という状態がございます。それから、２７年、先ほど申し上げましたとおり、ＥＣ市場の

市場規模というのが非常に拡大していると。平成２１年の２倍になっております。また、

２７年８月、ドイツでインダストリー４.０の実現戦略というのが策定されております。あ

と、２７年の１０月から１２月ですけれども、事業者、これはアンケート結果ですけれど

も、景況感について大体６０％が労働者不足であるというふうに評価されているところで

あります。 

 あと、インフラのハードの話が書いてありますけれども、圏央道の埼玉県内の全通とい

うことによって、各高速が直結されたと。また、今年の２月は茨城県のほうもつながった

わけでありまして、いろんなインフラがつながって、首都圏のインフラというのがつなが

っていっていると。また、２８年２月は新東名の新たな区間の開通がございました。また、

２８年の４月には首都圏の高速道路で新しい料金体系が導入されて、それによって都心を

通過する通行量、交通量というのをできるだけ減らして混雑を緩和するという形の誘導も

行われているところであります。 

 あと、海外に目を転じますと、ＡＳＥＡＮの経済共同体、非常に大きな市場規模を持つ

共同体が発足しております。あと、震災の関係でいいますと、熊本の地震が発災したとこ

ろであります。また、環境の関係でいいますと、パリ協定の発効があります。こういった

社会情勢の変化というのに対応していく必要があるんだろうと考えております。 

 具体的には１８ページのところですけれども、そういった今まで変わってきたこと、ま

た、これから５年、１０年で発生していくであろうという状態を考えて、どういったテー

マがあるのか。また、何をやっていかないといけないのかというのが１８ページでありま

す。やはり人口減少と少子高齢化ということは非常に大きなテーマになってまいりますの

で、それの対応、それから、いろんな自動化の技術というのが出てきております。ＩｏＴ

の技術というのが、従来に増して安いコストで高性能、高機能で処理ができるようになっ

ていると。これを活用していくということ。それから、通信販売における物販の市場とい

うのは、これからもっともっと伸びていくところだと思います。欧米に比べて日本におけ

る割合はまだそこまで高くありませんので、こういった個人の利便性、市場としての伸び

というものを支えていける物流というのをつくっていく必要があるのだろうと。 

 あと、アジアの成長というのが、やはり物流各社さん、アジアにいろいろ出ておられま

すけれども、経済成長率が非常に高いと。そこの物流に日本のシステムを入れていく。も
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しくはアジア経済を支えながら、その成長というのを日本に還流していくと。あとは、地

震・台風、こういった災害のリスクにしっかり備えると。強靱な物流システム、物流とい

うサービスは、一つのインフラであると思いますので、生活を支えるインフラを強靱にし

ていくと。あと、環境面のサステナブルな対応というのが重要なポイントになってくるか

と思います。この辺をきちんと対応していくということが重要なんだろうなと思っており

ます。 

 あと、２０ページでございますが、総合物流施策大綱の見直しについて、現在、作業中

でございまして、夏に向けて取りまとめをしていきますが、その中でこちらのほうで先生

方からいただきましたご意見、ご指摘というのを次の大綱の中にうまく反映できるように

していきたいと思っております。スケジュールとしましては、この２０ページに書いてあ

るようなやり方を考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

【上山座長】  はい、どうぞ。 

【加藤委員】  つねづね思うのですが、日本の物流というのは、ほかの国の物流と比べ

たときにどれぐらい効率的なのでしょうか。そういう議論はされているものでしょうか。 

【平嶋物流政策課長】  例えば物流費が占める割合とか、そういったものはかなり前か

ら比べると相当低くなっておりまして、諸外国に比べても、わりと低目の数字になってい

ると思います。ただ、そういったコストの面ではなくて、効率といいますか、生産性とい

うところでいうと、やはりいろんなところの課題というのはあるのかなと。なかなか数字

では捉えにくいところでありますけれども、現在、物流生産性革命ということで、２０２

０年までに付加価値というのを２割上げていこうということで取り組んでおります。トラ

ック部門というのが非常にウエートとしては大きいんですけれども、他の産業の一人当た

り１時間当たりの付加価値額と比較すると、やはりかなり低い、半分程度の水準になって

おりますので、これを上げていくと。これは日本の中の比較ですけれども、それは重要な

ことなのかなと思っております。 

【加藤委員】  なるほど。国際競争力の強化を図るときに、物流がどれぐらい足を引っ

張っているのかが明確でないと、物流の問題にどれぐらい力を入れていくべきかに関する

議論の説得力が弱くなるのではないかという気がします。何かマクロな意味で物流に取り

組むことの意義を丁寧に整理することが大事なのではないでしょうか。そういう意味で、

１章は結構重要な箇所で、なぜ物流を改善しなければいけないのかを説得力をもって言わ
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ないと、物流は陰の存在のように思われてしまう懸念があります。たまに人材不足がニュ

ースになるときだけ注目されるというふうになってしまうので、後ろ向きでなく前向きに

物流を捉えてもらえるような書きぶりを少し整理されるといいと思いました。 

【平嶋物流政策課長】  わかりました。 

【上山座長】  今の話に絡むんですけどね、物流政策からスタートするとわかりにくい。

もちろん政策評価だから、物流政策の議論をしないといけないんだけど、もう一歩、具体

的なところ、つまり、物流じゃなくて、一般の人たちは運送屋さんだと思っているわけで

す。あるいは運輸。そうすると、海も、陸もあるし、鉄道、トラックとか、わかりやすい

言葉になる。日本に何社業者がいますとか、トラック何台ありますとか、何トン動いてい

ますとか、そういう話が全然ないから、イメージが非常に湧きにくい。目で見る運輸みた

いな、そういう議論が数字とともにざっくり出てこないといけないし、そこの中で、今、

加藤さんがおっしゃったような国際的に見てどうか、燃料高いけど、大丈夫か、その種の

話がある程度論点として浮かび上がってくる。それが第１段階。 

 で、２番目に、それに対して物流政策が存在していますという自己紹介というか、そこ

で説明しないといけない。そこの部分もある意味今のはちょっと飛ばしてある。３番目が、

新物流とでもいうべき世界。川上、川下まで伸びて商業とか、生産活動そのものにまで物

流が入り込んでいるという、物流２.０みたいな世界が広がっている。 

さて、このレポートは、とても玄人好みになっていて、物流１.５から３.０に向けての

話にフォーカスしていて、物流以前の現地現物の話と昔ながらの物流の話、それから、新

物流と３段階に分けたほうがいい。評価しやすいのは２番目のところで、プログラム全部

洗い出して、数字も出てくる。政策評価の王道をいく手法でストレートにできる。３番目

のところは、ある程度説明できるけど、既に起きている未来みたいな話なので、解説にな

っちゃう。だけど、これは次の総合物流施策で重要な柱になってくる部分だから、ある程

度ページは割かざるを得ない。そうすると、今、まさに加藤さんおっしゃったとおりで、

第１章のところが意外と弱くて、運輸の話がない。そこら辺をちょっと工夫していただく

と、素人の人が読んでもいい報告書になる。 

【佐藤委員】  最近、宅配クライシスとか言われているので、一応時を得たテーマなん

だろうなと思うんですけれども、以前、昔は、私、あれ、自動車局だったと思うんですけ

れども、貨物、トラックに関する政策評価をやったことがあるんですが、あそこでも議論

になったのは、先ほどの生産性の低さにかかわってくるんですけど、小口が多過ぎるんで
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すね。実は、たしか５台以上でやらなきゃ、会社としては成り立たないはずなんだけど、

一応最初５台で申請するけど、実際稼働するのはほんとうに１台、２台とか、何かそんな

感じで、非常に小口の輸送が、それが、要するに大手の、佐川じゃないけど、ああいう大

手の下請の孫請のさらにひ孫請みたいなところの仕事をするという、何かそういう構造に

なっていて、いや応がなく、非常に非効率な構造になっている。どうもそういう産業構造

が一つあって、それから、建設業もどこも皆同じなんですけど、今、人手不足というのは

どこでもあることで、何か物流というと、ある種そこの物の流れのところを見ますけど、

担い手のところで非常に産業再編成が進んでいない、集約が進んでいない面とか、人が足

りない、明らかにという面がある。何かこのあたり少し課題抽出として、やられているの

かもしれませんけれども、他の政策にも通じるところかなと思います。 

 で、じゃあ、どうするかという話が今後の課題なのかもしれませんが、ここはまさにＩ

ＣＴの活用と、ドローンじゃないですけども、ＩＣＴの活用とか、何かそういったところ

に解決の糸口を見出すしか、多分この国にはやりようがない、人が増えないわけですから、

やりようがないのかなと思うんですけども、全体として何か、物流で便利な社会をつくる

のは結構なんですけれども、生産性の向上というところにちょっとどういうボトルネック

があるかということを、多分物流だけ見ているとわからないと思うんですね。今、言った

トラック業界の特徴でもありますし、何かそのあたりにも視野を広げられたらよろしいか

なと思っています。 

【上山座長】  今の話の延長なんですけど、さっきの新物流がね、物流２.０の追加的課

題というかな、施策大綱策定後の状況変化のところになると思うんですけど、そこは何か

川上とね、川下、物流産業の上と下というふうに分ければいいと思うんですね。物流はリ

ソースがないと動かないんで、そういう意味で、エネルギー問題とかね、あと、人手不足

問題とか、あと、車両の技術の問題、そこは自動運転の話も入るし、ドローンも入ってく

るかもしれないですよね。これ、だから、物流の上流のリソースの話として一つあって、

それから、物流自体の再編のような話、小口事業者の問題とかの話があって、そこは、で

も、いわゆる運輸業界の伝統的な話だと思うんです。 

 さらにその下のところが流通業界とかね、別の製造業とか、荷主の世界に実は入り込ん

でいくという議論で、だから、そういう何か３つぐらいのところに分けて、物流２.０の世

界は整理するとわかりやすいと思います。 

 でも、総じて材料はかなり十分用意されているし、数字も出てくる感じがあるので、も
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うまとめ方だけの問題だと思います。 

【平嶋物流政策課長】  ご指摘を受けて作業していきたいと思います。 

【上山座長】  はい。ほか何かありますか。はい、それじゃあ、よろしくお願いします。 

 はい。それでは、以上で今日のテーマ全て終わりましたので、担当局ではそれぞれ今後

作業をやっていただきたいと思います。 

 今日の議題全部終わりましたので、事務局にマイクを戻したいと思います。 

【竹田政策評価企画官】  はい。それでは、本日は長時間にわたりまして、熱心なご意

見、ご指導を賜りまして、まことにありがとうございました。 

 事務局より、終わりに当たって連絡をさせていただきます。政策レビューの各テーマに

ついて、担当をご希望されるテーマについて、お手元の希望調査票にご記入いただくよう

にお願いいたします。後ほど回収させていただきますので、よろしくお願いします。冒頭

ご説明したとおり、ご希望をもとに上山座長とご相談させていただきまして、担当を決め

て、改めてご連絡させていただきます。 

 また、本日の議事録につきまして、後日確認させていただきます。議事録の案を送付さ

せていただきますので、発言内容の確認をよろしくお願いいたします。議事録は後日公表

ということにさせていただきます。 

 また、本日の資料ですけれども、量も大変多く、かさばりますので、そのまま机の上に

置いておいていただければ、事務局から郵送させていただきます。 

 事務局からの連絡は以上です。 

 以上をもちまして、第４０回国土交通省政策評価会を終了とさせていただきます。本日

は誠にありがとうございました。 


